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日
 
 
号
外
 
 ペ
ー
ジ

 

             

一
八
九

 

一
八
八

一
八
七

一
八
六

一
八
五

一
八
四

一
八
三

一
八
二

 

一
八
一

一
八
〇

一
七
九

一
七
八

 

一
七
七

一
七
六

一
七
五

一
七
四

一
七
三

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件
 

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
 

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
 

同
 
同
 
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
 

競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
森
林
整
備
事
業
の
委
託
業
務
契
約
を
締
結
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を

定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件
 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
 

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指
定

す
る
件
 

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件
 

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
 

同
 
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件
 

一
〇 六六六六六六

  
六
 

六六六 六 三三三三三
              

一
一
六

一
一
三

一
一
三

一
一
二

一
一
二

一
一
二

一
一
一

一
一
一

一
一
〇

一
一
〇

一
一
〇

一
一
〇

一
〇
九

一
〇
八

一
〇
八

一
〇
八

一
〇
七

二
一
〇

二
〇
九

二
〇
八

二
〇
七

二
〇
六

 

二
〇
五

二
〇
四

二
〇
三

二
〇
二

 

二
〇
一

二
〇
〇

一
九
九

一
九
八

一
九
七

一
九
六

一
九
五

一
九
四

一
九
三

一
九
二

一
九
一

一
九
〇

同
 
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 

土
地
改
良
区
の
解
散
を
認
可
し
た
件
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件
 

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
 

福
島
県
と
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
等
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の

委
託
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
件
 

国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
た
件
 

同
 
同
 
同
 
同
 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件
 

同
 
同
 
同
 
同
 
同
 
同
 

一
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七
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一
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四
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二
四
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二
四

一
二
四

一
二
四

一
二
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一
二
一
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二
一
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二
一
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一
九
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一
九
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一
九
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一
九

一
一
九

一
一
九

一
一
八

一
一
八

一
一
七

一
一
七

一
一
七

一
一
六

 
（
福
島
県
報
第
二
千
三
百
八
十
五
号
付
録
）
 

平
成
二
十
四
年

四

月

中

目
録

号
外

定
例

第
二
十
六
号

第
二
千
三
百
八
十
号
ま
で

第
二
千
三
百
七
十
三
号
か
ら
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三
三

二
三
二

二
三
一

二
三
〇

二
二
九

二
二
八

二
二
七

二
二
六

二
二
五

二
二
四

二
二
三

二
二
二

二
二
一

二
二
〇

二
一
九

二
一
八

 

二
一
七

 

二
一
六

二
一
五

二
一
四

二
一
三

二
一
二

二
一
一

同
 
同
 
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 

公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て
免
許
し
た
件
 

同
 
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
 

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
 

地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件
 

同
 
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
 

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
 

同
 
同
 
同
 
同
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件
 

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
 

自
動
車
税
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
件
 

同
 
同
 
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
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二
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二
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二
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二
七
二
七
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四
二
四
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四
二
四
二
四
二
四
二
四

二
四

二
四

二
〇
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〇
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〇
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三
九

一
三
八

一
三
八

一
三
七

一
三
七

一
三
七

一
三
七

一
三
六

一
三
四

一
三
四

一
三
三

一
三
三

一
三
二

一
三
二

一
三
二

一
三
一

一
三
一

一
二
七

一
二
七

一
二
七

一
二
五

一
二
五

一
二
五

七
二
七
一
七
〇
六
九

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 

六六三三
    

一
一
三

一
一
三

一
〇
九

一
〇
九

九
五

 
九
四
九
三
九
二
九
一
九
〇
八
九
八
八
八
七
八
六
八
五
八
四
八
三
八
二
八
一
八
〇
七
九
七
八
七
七
七
六
七
五
七
四
七
三

福
島
県
を
発
注
者
と
し
て
、
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
物
品
の
買
入
れ
又
は

修
繕
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
等
を
公
示
す
る
件
 

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
 

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 

同
 
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
 

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件
 

同
 
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
件
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
 

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 

県
営
土
地
改
良
事
業
が
完
了
し
た
件
 

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
 

同
 
同
 
同
 
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
 

土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 

同
 
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件
 

二
七

二
七
二
四
二
四
二
四
二
〇
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〇
二
〇
二
〇
二
〇
二
〇
二
〇
一
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一
三
一
〇六六六六六六六六

 

           

一
三
九

一
三
九

一
三
四

一
三
四

一
三
四

一
二
九

一
二
九

一
二
八

一
二
八

一
二
八

一
二
八

一
二
七

一
二
五

一
二
一

一
二
〇

一
一
五

一
一
五

一
一
四

一
一
四

一
一
四

一
一
四

一
一
四

一
一
四

三

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
 

二
〇

一
三
〇

一

公
金
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
件
 

一
七

一
二
六
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二
一

 
二
〇
一
九

一
八

 
一
七

 
一
六
一
五
一
四
一
三

政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体

と
な
っ
た
件
 

同
 
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告
示
す
る
件
 

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件
 

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ

た
件
 

政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
件
 

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
 

政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
件
 

政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件
 

 
二
七

二
七
二
七

二
七

二
七

二
七
二
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二
七
二
七

26 26 26 26 26 26 26 26 26

一
四

一
〇五 五 四 四三一一

一
〇

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

二
七

一
四
〇

  

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日
付
け
定
例
第
二
千
三
百
七
十
八
号
中
 

平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
付
け
定
例
第
二
千
三
百
七
十
四
号
中
 

二
七
一
三

  

一
四
一

一
二
一


